
○平成２６年度より納税
通知書の様式が変更とな
ります。

　電算システムの変更に伴い、平成２６

年度より納税通知書の様式が変更となり

ます（一部平成２６年１月より変更あり）。

　今年の５月、６月に各税目の平成２６

年度の納税通知書を送付いたしますが、

前年までとは異なる様式となります。特

に軽自動車税の納税通知書に関しまして

は、前年までの封書によるものからハガ

キによる通知になりますのでご注意願い

ます。

問合せ　税務課 　８２－１２２４
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       文化振興基金助成事業の受付
１ 活動成果発表等助成事業
  対　象：県内のアマチュア文化団体
  内　容：８月～１１月に実施する、芸術文化の振興（活動成果の発表など）等
  金　額：対象経費の２分の１以内（上限２５万円）

２ 伝統・郷土芸能継承事業
  対　象：国、県又は市町村指定文化財の伝統・郷土芸能団体
  内　容：８月～１１月に実施する伝統文化の継承・保存(後継者育成、備品整備など)等
  金　額：対象経費について２０万円以内

３ 次世代文化芸術活動助成事業
  対　象：文化団体、ＮＰＯ等
  内　容：７月～２７年３月に実施する、子どもを対象とした文化芸術の体験・鑑賞・活動発表や、
　　　　　文化芸術を担う若手人材の発掘・育成を目的としたワークショップ等

  金　額：対象経費について２０万円以内

○ 申込：5月1日（木）～22日(木)（消印有効）までに所定の事業計画書（県ホームページか県文化
　  振興課（県庁内）で入手）を郵送で同課（〒330-9301 さいたま市浦和区高砂３－１５－１

　  　０４８ー８３０ー２８８７）へ。

  ※詳細は県文化振興課へお問合せください。

  ご希望される方には「埼玉県文化振興基金助成事業申請の手引き」を送付します。


